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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成31年1月10日(2019.1.10)
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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月9日(2018.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞療法を必要とする被験体における細胞療法での使用のための組成物であって、少な
くとも百万個のヒト造血幹細胞または前駆細胞を含む細胞集団を含み、ＣＸＣＲ４の遺伝
子発現が、該造血幹細胞または前駆細胞において、対照の造血幹細胞または前駆細胞にお
けるＣＸＣＲ４の発現と比較して少なくとも５倍増大している、組成物。
【請求項２】
　細胞療法のための医薬の調製のための１または複数の薬剤の使用であって、該１または



(2) JP 2018-184448 A5 2019.1.10

複数の薬剤が、造血幹細胞および前駆細胞とｅｘ　ｖｉｖｏにおいて接触させられ、ＣＸ
ＣＲ４の遺伝子発現が、該造血幹細胞または前駆細胞において、対照の造血幹細胞または
前駆細胞におけるＣＸＣＲ４の発現と比較して増大している、使用。
【請求項３】
　前記ＣＸＣＲ４発現の増大が、プロスタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）またはｄｍＰＧＥ

２活性を有する薬剤からなる群より選択される１または複数の薬剤によって生じる、請求
項1に記載の使用のための組成物。
【請求項４】
　前記ＣＸＣＲ４発現の増大が、プロスタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）またはｄｍＰＧＥ

２活性を有する薬剤からなる群より選択される１または複数の薬剤によって生じる、請求
項２に記載の使用。
【請求項５】
　少なくとも五百万個の造血幹細胞または前駆細胞を含む、請求項１または３に記載の使
用のための組成物。
【請求項６】
　前記造血幹細胞または前駆細胞がヒトの造血幹細胞または前駆細胞である、請求項１、
３および５のいずれか一項に記載の使用のための組成物。
【請求項７】
　前記造血幹細胞または前駆細胞がヒトの造血幹細胞または前駆細胞である、請求項２ま
たは４に記載の使用。
【請求項８】
　前記造血幹細胞または前駆細胞が、人工多能性幹細胞（ｉＰＳＣ）から得られる、請求
項１、３、５および６のいずれか一項に記載の使用のための組成物。
【請求項９】
　前記造血幹細胞または前駆細胞が、人工多能性幹細胞（ｉＰＳＣ）から得られる、請求
項２、４および７のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１０】
　前記ＣＸＣＲ４遺伝子発現の増大が、前記薬剤との接触の少なくとも２時間後に観察さ
れる、請求項３、５、６および８のいずれか一項に記載の使用のための組成物。
【請求項１１】
　前記ＣＸＣＲ４遺伝子発現の増大が、前記薬剤との接触の少なくとも２時間後に観察さ
れる、請求項２、４、７および９のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１２】
　前記医薬が細胞移植物である、請求項２、４、７、９および１１のいずれか一項に記載
の使用。
【請求項１３】
　前記１または複数の薬剤が、患者への前記医薬の投与前２４時間以内に、ｅｘ　ｖｉｖ
ｏにおいて造血幹細胞および前駆細胞と接触させられる、請求項２、４、７、９、１１お
よび１２のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１４】
　前記造血幹細胞または前駆細胞が、
ａ．少なくとも９５％がＣＤ３４＋の細胞；
ｂ．３０％未満がＣＤ１４＋、ＣＤ４５－、ＶＷＦ＋、ＣＤ７３＋かつＣＤ１４０Ｂ＋の
細胞；
ｃ．ＣＤ３４＋であるがＣＤ１４、ＶＷＦ、ＣＤ７３およびＣＤ１４０Ｂについて陰性で
ある造血幹細胞または前駆細胞；
ｄ．ＣＤ３４＋、ＣＤ５９＋、Ｔｈｙ／ＣＤ９０＋、ＣＤ３８ｌｏ／－、Ｃ－ｋｉｔ／Ｃ
Ｄ１１７＋かつＬｉｎ（－）の細胞；または
ｅ．ＣＤ３４－／ＣＤ３８－の造血幹細胞
を含む、請求項１、３、５、６、８および１０のいずれか一項に記載の使用のための組成
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物。
【請求項１５】
　前記造血幹細胞または前駆細胞が、
ａ．少なくとも９５％がＣＤ３４＋の細胞；
ｂ．３０％未満がＣＤ１４＋、ＣＤ４５－、ＶＷＦ＋、ＣＤ７３＋かつＣＤ１４０Ｂ＋の
細胞；
ｃ．ＣＤ３４＋であるがＣＤ１４、ＶＷＦ、ＣＤ７３およびＣＤ１４０Ｂについて陰性で
ある造血幹細胞または前駆細胞；
ｄ．ＣＤ３４＋、ＣＤ５９＋、Ｔｈｙ／ＣＤ９０＋、ＣＤ３８ｌｏ／－、Ｃ－ｋｉｔ／Ｃ
Ｄ１１７＋かつＬｉｎ（－）の細胞；または
ｅ．ＣＤ３４－／ＣＤ３８－の造血幹細胞
を含む、請求項２、４、７、９および１１～１３のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１６】
　前記組成物が、
ａ．５％未満の間葉系幹細胞；
ｂ．５％未満の内皮前駆細胞；または
ｃ．１０％以下の間葉系幹細胞または内皮前駆細胞
を含む、請求項１、３、５、６、８、１０および１４のいずれか一項に記載の使用のため
の組成物。
【請求項１７】
　前記使用が遺伝子治療である、請求項１に記載の使用のための組成物。
【請求項１８】
　請求項１、３、５、６、８、１０、１４、１６および１７のいずれか一項に記載の使用
のための組成物であって、
ａ．前記被験体が、急性骨髄性白血病（ＡＭＬ）、急性リンパ芽球性白血病（ＡＬＬ）、
慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）、慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）、若年性骨髄単球性白血病
、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、重症再生不良性貧血、ファン
コニー貧血、発作性夜間血色素尿症（ＰＮＨ）、赤芽球ろう、無巨核球症／先天性血小板
減少症、重症複合型免疫不全症（ＳＣＩＤ）、ウィスコット－アルドリッチ症候群、ベー
タサラセミアメジャー、鎌状赤血球症、ハーラー症候群、副腎脳白質ジストロフィー、異
染性白質萎縮症、脊髄形成異常症、不応性貧血、慢性骨髄単球性白血病、原因不明骨髄様
化生、家族性血球貪食性リンパ組織球症、または充実性腫瘍を有する；あるいは
ｂ．前記被験体が、乳がん、卵巣がん、脳のがん、前立腺がん、肺がん、結腸がん、皮膚
がん、肝臓がん、膵臓がん、または肉腫を有する；あるいは
ｃ．前記被験体が、骨髄除去的化学療法もしくは骨髄除去的放射線療法、または非骨髄破
壊的化学療法もしくは非骨髄破壊的放射線療法を受けている；あるいは
ｄ．前記被験体が骨髄ドナーである、
組成物。
【請求項１９】
　造血幹細胞または前駆細胞の生着の増大またはホーミングの増大を必要とする被験体に
おいて、造血幹細胞または前駆細胞の生着の増大またはホーミングの増大に使用するため
の組成物であって、少なくとも百万個のヒト造血幹細胞または前駆細胞を含む細胞集団を
含み、ＣＸＣＲ４の遺伝子発現が、該造血幹細胞または前駆細胞において、対照の造血幹
細胞または前駆細胞におけるＣＸＣＲ４の発現と比較して少なくとも５倍増大している、
組成物。
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